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（
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
が
出
資
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
範
囲
）

第
二
十
八
条

法
第
百
三
十
三
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

の
全
部
又
は
一
部
を
営
む
こ
と
を
約
し
た
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
と
す
る
。

一

法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
再
編
事
業
者
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定

事
業
再
編
事
業
者
又
は
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
事
業
者

二

事
業
再
編
を
実
施
す
る
事
業
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

次
の
\
か
ら
^
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
額
の
前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
純
資
産
の
額
に
対
す
る

割
合
が
百
分
の
二
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

\

前
事
業
年
度
に
お
い
て
生
じ
た
純
損
失
の
額

]

前
事
業
年
度
前
三
年
度
の
い
ず
れ
か
の
事
業
年
度
か
ら
前
事
業
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
生
じ
た
純
損
失
の

額
の
合
計
額

^

前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
欠
損
の
額

ロ

前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
上
の
負
債
の
額
が
資
産
の
額
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
関
係
事
業
者

２

前
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
純
資
産
、
純
損
失
及
び
欠
損
の
額
並
び
に
同
号
ロ
に
規
定
す
る
負
債
及
び
資
産
の
額

の
算
定
の
方
法
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
か

ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
及
び
附
則
第
十
三
条
中
経
済
産
業
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
第

五
十
七
条
の
改
正
規
定
は
、
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
同
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
廃
止
）

第
二
条

産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十

八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
旧
産
活
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
金
融
機
関
の
行
う
事
業
再
構
築
等
促
進
業
務
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
五
条

法
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
産
活
法
第
二
十
四
条
の
五
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
金
融
機
関
の
行
う
同
項
に
規
定
す
る
事
業
再
構
築
等
促
進
業
務
に
つ
い
て
は
、
旧
産
活
法
施

行
令
第
十
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中

「
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
附
則

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
産

業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
旧
産
活
法
」
と
い
う
。）第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
」
と
、「
法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
旧
産
活
法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
」
と
、「
法
第
二
十
四
条
の
十
」
と
あ
る
の
は「
旧
産
活
法
第
二
十
四
条
の
十
」

と
、「
法
第
二
十
四
条
の
十
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
旧
産
活
法
第
二
十
四
条
の
十
二
第
一
項
」
と
、「
法
第
二
十
四

条
の
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
旧
産
活
法
第
二
十
四
条
の
十
一
第
一
項
」
と
す
る
。

（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
「
、
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
三
十
一
号
）
第
四
十
六
条
の
規
定
に
係
る
債
務
の
保
証
」
を
削
り
、「
及
び
商
店
街
の
活
性
化
の
た
め
の
地
域
住
民

の
需
要
に
応
じ
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
、
商
店
街
の
活
性
化
の
た
め
の
地
域
住
民
の
需
要
に
応

じ
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、「
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
係
る
債
務
の
保
証
」
の
下
に
「
及
び

産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
百
十
六
条
又
は
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
係
る
債
務

の
保
証
」
を
加
え
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
の
六
の
見
出
し
中
「
事
業
の
構
造
の
変
更
」
を
「
事
業
再
編
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
事
業
の

構
造
の
変
更
で
」
を
「
事
業
再
編
の
う
ち
」
に
、「
、
事
業
者
」
を
「
、
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
九
十
八
号
）
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
事
業
再
編
で
あ
つ
て
、
事
業
者
」
に
、「
第
一
号
に
お
い
て
」
を
「
第

七
号
に
お
い
て
」
に
、「
行
う
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律

第
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
の
構
造
の
変
更
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
同
項

第
一
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
構

造
の
変
更
を
行
う
事
業
活
動
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

合
併

二

会
社
の
分
割

三

株
式
交
換

四

株
式
移
転

五

事
業
又
は
資
産
の
譲
受
け
又
は
譲
渡

六

出
資
の
受
入
れ

七

他
の
会
社
の
株
式
又
は
持
分
の
取
得
（
当
該
取
得
に
よ
り
当
該
他
の
会
社
が
関
係
事
業
者
と
な
る
場
合
に
限

る
。）

八

会
社
の
設
立
又
は
清
算

第
四
十
二
条
の
六
第
二
項
中
「
認
定
事
業
再
構
築
計
画
、
認
定
経
営
資
源
再
活
用
計
画
、
認
定
経
営
資
源
融
合
計

画
、
認
定
資
源
生
産
性
革
新
計
画
」
を
「
認
定
事
業
再
編
計
画
、
認
定
特
定
事
業
再
編
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
第
八
十
条
第
二
項
」
を
「
第
八
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
公
庫
の
行
う
損
失
補

業
務
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る

廃
止
前
の
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
。

次
条
及
び
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
旧
産
活
法
」
と
い
う
。）第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
損
失
の
補

に
係
る
株
式

会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
次
条
に
お
い
て
「
公
庫
」
と
い
う
。）の
業
務
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止

前
の
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
附
則
第

五
条
に
お
い
て
「
旧
産
活
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
九
条
（
同
条
の
表
中
第
十
六
条
第
三
項
の
項
及
び
第
二
十
二
条

第
三
項
の
項
を
除
く
。）の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

旧
産
活
法
施
行
令
第
九
条
中
「
法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
九
十
八
号
）
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
条

の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
三
十
一
号
）
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
」
と
、
同
条
の
表
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
項
中
「
産
業
活
力
の
再

生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

九
十
八
号
）
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に

よ
る
廃
止
前
の
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一

号
。
第
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
「
旧
産
活
法
」
と
い
う
。）」
と
、
同
表
第
二
十
二
条
第
一
項
の
項
中
「
産
業
活

力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
と
あ
る
の
は
「
旧
産
活
法
」
と
す
る
。

（
公
庫
の
行
う
事
業
再
構
築
等
促
進
円
滑
化
業
務
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

法
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
産
活
法
第
二
十
四
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
公
庫
の
事
業
再
構
築
等
促
進
円
滑
化
業
務
に
つ
い
て
は
、旧
産
活
法
施
行
令
第
十
一
条
の
規
定
は
、

こ
の
政
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
法
第
二
十
四
条
の
三
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活

動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
」
と
、「
産
業
活

力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
四
条
の
三

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産

業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
」と
す
る
。
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